
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（

同

）
…
二

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

公

告

○
肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
五

公
安
委
員
会

○
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
差
止
処
分
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
六

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

福
原
胃
腸
科
外
科
医
院

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
上
野
ノ
下
タ

九
八
の
七

令
和三･
九･二四

き
た
ば
た
け
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
三
の
六

三･一〇･
一

医
心
館
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

青
森

青
森
市
奥
野
三
丁
目
九
の
一
一
リ
バ
ー
サ

イ
ド
み
か
み
Ⅱ
―
一
号

三･一一･
一

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
黒
石

一
番
町
店

黒
石
市
一
番
町
一
八
九

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
お
い
ら

せ
青
葉
店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
青
葉
五
の
五
〇
の
一

四
八
六

〃

石
川
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

十
和
田
市
稲
生
町
一
九
の
四

〃

青
森
県
報
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第
三
百
九
十
九
号

令
和
三
年十

二
月
十
五
日

（
水
曜
日
）



松
橋
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
売
市
二
丁
目
一
二
の
三
二

三･一一･一一

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ

ト
テ
ィ
ー

八
戸
市
江
陽
四
丁
目
二
の
三
四

令
和
元
･一一･二〇

変
更
後

八
戸
市
尻
内
町
鴨
ヶ
池
一
三
八
の

二
Ｐ
ｅ
ｅ
ｒ
小
夏
Ｄ
棟

変
更
前

ア
ポ
テ
ッ
ク
根
城
店

八
戸
市
根
城
五
丁
目
二
の
五

三･一〇･
一

変
更
後

な
の
花
薬
局
根
城
店

変
更
前

五
戸
調
剤
薬
局

三
戸
郡
五
戸
町
字
正
場
沢
三
の
四

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
五
戸
店

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
八
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

髙
屋

善
章
髙
屋
医
院

青
森
市
長
島
三
丁

目
五
の
八

内
科
、
胃
腸
科

令
和三･一〇･
一

難
病
指
定

医

山
内

大
生
弘
前
記
念
病

院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一
整
形
外
科

三･一〇･
六

難
病
指
定

医

大
石

和
生
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科

三･一〇･
七

難
病
指
定

医

新
戸
部

陽

士
郎

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科

三･一〇･二一

難
病
指
定

医

敦
賀

光
嗣
青
森
県
立
つ

く
し
が
丘
病

院

青
森
市
大
字
三
内

字
沢
部
三
五
三
の

九
二

精
神
科

三･一一･
五

難
病
指
定

医

松
橋

英
昭
松
橋
眼
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
売
市
二
丁

目
一
二
の
三
二

眼
科

三･一一･一一

難
病
指
定

医

永
田

裕
也
青
森
県
立
つ

く
し
が
丘
病

院

青
森
市
大
字
三
内

字
沢
部
三
五
三
の

九
二

精
神
科

三･一一･一九

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ヶ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

居
宅
介
護
訪
問
介
護
さ

く
ら
貝

弘
前
市
大
字
桜
ヶ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

令
和四･
一･
一

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ヶ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
さ

く
ら
貝

弘
前
市
大
字
桜
ヶ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

〃

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ヶ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

同
行
援
護
訪
問
介
護
さ

く
ら
貝

弘
前
市
大
字
桜
ヶ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

〃

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル

グ
ル
ー
プ

十
和
田
市
東
二
番

町
一
の
五
四

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
世
道
会
館

十
和
田
市
東
二
十

二
番
町
二
六
の
三

六

令
和三･一二･三一

株
式
会
社
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル

グ
ル
ー
プ

十
和
田
市
東
二
番

町
一
の
五
四

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
世
道
会
館

十
和
田
市
東
二
十

二
番
町
二
六
の
三

六

〃

株
式
会
社
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル

グ
ル
ー
プ

十
和
田
市
東
二
番

町
一
の
五
四

就
労
移
行

支
援

世
道
会
館

十
和
田
市
東
二
十

二
番
町
二
六
の
三

六

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル

グ
ル
ー
プ

十
和
田
市
東
二
十

一
番
町
二
六
の
二

五

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
ゆ
に
パ
ン
工

房

十
和
田
市
東
二
十

一
番
町
二
六
の
二

五

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル

グ
ル
ー
プ

十
和
田
市
東
二
十

一
番
町
二
六
の
二

五

就
労
移
行

支
援

ゆ
に
パ
ン
工

房

十
和
田
市
東
二
十

一
番
町
二
六
の
二

五

〃

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

三
橋

友
里

つ
が
る
総
合
病

院

五
所
川
原
市
岩
木

町
一
二
の
三

耳
鼻
咽
喉
科
（
聴
覚
障

害
、
平
衡
機
能
障
害
、

音
声
機
能
障
害
、
言
語

機
能
障
害
、
そ
し
ゃ
く

機
能
障
害
）

令
和四･
一･
一

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号

青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「代

表
者
名

印

」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
、
「の

で
承
認
く
だ
さ
る
よ
う

」
を
「の

で
、

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「代

表
者
氏
名

印

」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
、
「の

で
承
認
し
て
く
だ
さ
る
よ
う

」
を
「の

で
、

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「代

表
者
氏
名

印

」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
、
「災

害
復
旧
事
業
を
実
施
し
た
い
の
で

」
を
「

年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い

て

」
に
、
「を

交
付
し
て
く
だ
さ
る
よ
う

」
を
「の

交
付
を
受
け
た
い
の
で
、

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「代

表
者
氏
名

印

」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「代

表
者
氏
名

印
」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
、
「付

け
第

号

」
を
「付

け
第

号

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「代

表
者
氏
名

印

」
を
「代

表
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
三
年
十
二
月
六
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

二
一
三
号

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

五
三
・
〇
炭

酸
カ
ル
シ
ウ

ム
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

有
限
会
社
田
中

石
灰
タ
ン
カ
ル

工
業

八
戸
市
小
中
野

六
丁
目
二
五
の

一
四

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

悠
の
友
の
会

山
之
内

悠

山
之
内

智
子

八
戸
市
吹
上
二
丁
目

二
〇
の
三
五

令
和三･一一･二六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德
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政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
大
間
町

支
部
（
竹
内

弘
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大

字
奥
戸
字
小
奥
戸

二
〇
四
の
一

下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
大
間
六

二

令
和三･一一･一二

会
計
責
任
者

石
戸

い
づ
美

千
代
谷

和
子

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

日
本
司
法
書
士
政
治

連
盟
青
森
会

（
髙
松

隆
雄
）

代

表

者

髙
松

隆
雄

田
名
部

守

令
和三･
五･二一

会
計
責
任
者

中
里

元
哉

坂
本

善
信

青
森
県
土
地
家
屋
調

査
士
政
治
連
盟

（
小
林

昭
雄
）

会
計
責
任
者

藤
谷

大
樹

赤
平

裕
記

三･
五･二八

滝
沢
求
後
援
会

（
奈
良
岡

修
一
）

代

表

者

奈
良
岡

修
一

松
山

隆
豊

三･
七･
一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

山
之
内

悠

八
戸
市
議
会
議

員

悠
の
友
の
会

八
戸
市
吹
上
二
丁
目

二
〇
の
三
五

令
和三･一一･二〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

熊
谷

雄
一

熊
谷
雄
一
政

友
会

公
職
の
種
類

八
戸
市
長

青
森
県
議
会

議
員

令
和三･一一･一七

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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五
の
二

職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定

め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
の
二
及
び
第
十
三
号
」
に
、
「
す
べ

て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
警
察
本
部
長

櫻

井

美

香

青
森
県
警
察
本
部
公
告

次
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

第
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る

処
分
の
内
容
を
公
告
す
る
。

記

退
職
を
し
た
者
の
氏
名

石

川

俊

一

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
支
払
を
差
止
め
る
。

な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

三
か
月
以
内
に
知
事
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
三
か
月
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
処
分
の
後
の
事
情
の
変
化
を
理
由
に
、
青

森
県
警
察
本
部
長
に
対
し
て
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か

月
以
内
に
県
を
被
告
と
し
て
（
被
告
を
代
表
す
る
者
は
青
森
県
公
安
委
員
会
）
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
な
お
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
と
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
）
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
か
月
以
内
に

審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の

送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、
そ
の

裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
裁
決
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
と
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
）
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
の
二
及
び
第
十
三
号
」
に
、
「
す

べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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